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東京電力への追加質問 

質問項目２についての追加質問 

(a) サブドレン及び地下水ドレンの本格運用に関する実施計画の変更申請が２０１５年１月に認可され、２０

１５年８月２１日に「サブドレン他水処理施設における中低濃度タンクへの移送ライン増設」などの実施計画

変更申請時の東京電力説明資料で「地下水ドレンでくみ上げた地下水は，トリチウム濃度上昇時に備えて、

地下水ドレンの中継タンクからタービン建屋に移送できるよう移送ラインを設置済みです。」と記載するまで

の間に、２号タービン建屋への移送ラインが設置されたと推定されますが、いつ設置工事がなされ、いつ竣

工していたのですか。この設置工事の前、途中、後のいつ、原子力規制委員会・規制庁へ報告したのです

か。また、「実施計画に記載する事項に当たらないというところを規制庁さんから審査の中でご判断頂いた」

とする審査は何の審査で、その時期はいつですか。 

(b) 原子力規制庁の説明によれば、「仮設ポンプによるタービン建屋への移送は、緊急対応なら認められ

るが、定常的運用ならまずい」とのことでした。実施計画上、地下水ドレン汲上げ水を中継タンクからすべて

を集水タンクへ移送すべきところ、タービン建屋への移送が緊急対応であったという証明を具体的に示して

ください。私たちの見解は質問項目２の(1)～(3)に詳しく書いていますので、それに即して具体的に回答し

てください。東京電力による７月２３日の説明では、地下水位を T.P.2m 以下に保つために汲上げたという

以外になく、なぜ、それを集水タンクへ全量移送できなかったのかの説明が一切ありません。６月１２日には、

海側遮水壁閉合に伴う地下水位の急上昇を緊急事態だと言い、７月２３日には、大量の雨水が緊急事態

だと言い、コロコロ変わっていますが、いずれにしても、汲上げ水のすべてを集水タンクへ移送していても

危機的な事態には陥らなかったと私たちは考えますがいかがですか。唯一問題にるのは、集水タンク満水

時にトリチウム濃度が 1,500Bq/L を超えるのは避けられず、「タンク等へ移送及び原因調査」となる事態に

陥るけれども、移送先の「タンク等」もそこへの移送ラインも設置されていないことだと私たちは考えますがい

かがですか。 

以下に質問項目２の(1)～(3)を再掲しますので、それぞれについて、７月２３日の読み上げ回答のような

レベルではなく、質問内容に即して具体的に回答してください。 

（１）東京電力は７月３日の回答で、海側遮水壁閉合に伴う地下水ドレン汲上による「集水タンクへの移送量

が想定よりも多く、集水タンクへの移送停止で地下水位の上昇が継続し、地下水ドレンの汲み上げ水の

移送先を集水タンクから 2 号タービン建屋へ切り替えた」と答えていますが、海側遮水壁閉合に伴う地

下水ドレン汲上開始直後のデータとは整合しません。 

東京電力公表データによれば、地下水ドレン汲上開始直後の 2015/11/5～11 の集水タンクへの週平

均移送量は、中継タンクＡがゼロ、中継タンクＢが 1m3/日、中継タンクＣが 28m3/日で、合計 29m3/日に

すぎません。中継タンクは容量 12m3 で３基ですが、集水タンクは 100 倍の容量 1,235m3 が３基あり、わ

ずか 29m3/日の移送で集水タンクが満水の危機に陥ることなどありえません。本当に集水タンク容量が

足りないのであれば、集水タンクを増設するか、豪雨時用の予備タンクへ一時貯留して集水タンクへ戻

せばすむ話ですが、そのような「緊急対応」の動きもなく、実施計画に記載されていないタービン建屋へ

の移送ラインを勝手に設置するなど、通常ではあり得ないことです。 

他方、タービン建屋への週平均移送量は、中継タンクＡが 116m3/日、中継タンクＢが 36m3/日、中継

タンクＣがゼロで、合計 152m3/日にもなります。ところが、中継タンクＡは 初からタービン建屋へ全量移

送され、中継タンクＢも集水タンクへの移送はわずか 1m3/日で、ほぼ 初からタービン建屋へ全量移送

されています。中継タンクＣは 初から全量が集水タンクへ移送され、タービン建屋へは移送されていま

せん。つまり、集水タンクからタービン建屋への移送切換などなされていないのです。この状態は、2015 

年末まで続いていて、2016 年度以降は、中継タンクＡは全量がタービン建屋へ移送され、中継タンクＣ

はほぼ全量が集水タンクへ移送され（8 月にタービン建屋へ少量移送）、中継タンクＢでタービン建屋へ

の全量移送から集水タンクへの移送切換が徐々に進められています。ちなみに、この中継タンクＢでの

移送切替えは、同タンクのトリチウム濃度低下に伴い、集水タンクへ移送しても満水時に 1,500Bq/L を超
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えないことが確実になったからです。 

これらの事実から、７月３日の回答は「緊急対応」をでっち上げるために虚偽の事実をねつ造したもの

だと私たちは考えますが、いかがですか。そうでないと主張するのであれば、それを裏付ける地下水位と

移送量などの時々刻々のデータを示してください。 

（２）東京電力は７月３日の回答で、「集水タンクへの地下水ドレンの移送量が増加すると、集水タンク内の

卜リチウム濃度が上昇することは想定していました」と正直に答えています。実際に、東京電力公表デー

タによれば、海側遮水壁閉合完了(2015.10.26)直前の 2015/10/7 の地下水ドレン中継タンクのトリチウム

濃度は、中継タンクＣでは 290Bq/L と低濃度でしたが、中継タンクＡでは 4,400Bq/L、中継タンクＢでは

13,000Bq/L と高濃度でした。つまり、中継タンクＡ・Ｂのトリチウム濃度が 1,500Bq/L をはるかに超える高

濃度であることは海側遮水壁閉合前からわかっていたことです。それ以前にも、2015 年１～10 月の 1・2

号機間ウェルポイント汲上げ水で 5 万～10 万 Bq/L、周辺観測孔で 10 万 Bq/L 前後の高濃度トリチウム

が検出されていました。このような高濃度トリチウム汚染水を、実施計画通りに、中継タンクＡとＢからター

ビン建屋ではなく集水タンクへ全量移送すれば、集水タンク満水時に 1,500Bq/L を超えてしまい、運用

方針によれば「構内のタンク等に移送し排水しない」状態に陥り、実施計画によれば「タンク等へ移送、

及び原因調査」で止まる状態に陥ることは自明です。それは海側遮水壁閉合のずっと前から明らかなこ

とでした。だからこそ、東京電力は事前にこっそり「タービン建屋への移送ラインを設置」したのではない

かと思われます。 

地下水ドレン汲上げ開始後も、2015 年 11～12 月のトリチウム濃度は中継タンクＡで 4,700～

8,100Bq/L、Ｂで 4,300～18,000Bq/L と高い状態が続き、中継タンクＣでは 160～270Bq/L と低濃度でし

た。しかし、中継タンクＢでは 2016 年４月頃には 1,500～2,400Bq/L へ低下し、集水タンク満水時に

1,500Bq/L を超えない範囲で、タービン建屋から集水タンクへの移送切替えが進められ、2016 年 12 月

には全量が集水タンク移送に切り替えられています。 

つまり、海側遮水壁閉合後に中継タンクＡとＢからほぼ全量がタービン建屋へ移送されたのは、「集水

タンクへの移送量が想定よりも多かったため、集水タンクへの移送を停止して、タービン建屋への移送へ

切り替えた」のではなく、「全量を集水タンクへ移送すれば満水時に 1,500Bq/L を超える恐れがあった

からだ」と私たちは考えますが、いかがですか。そうでないと主張するのであれば、それを裏付けるトリチ

ウム濃度などのデータを示してください。 

（３）東京電力は７月３日の回答で、「中継タンクからタービン建屋に移送できるよう設置した移送ラインを使

い、緊急対応として移送を実施したものです。」「当社は、『緊急対応としてのタービン建屋移送ラインを

設置』した旨を 2015 年当時、同庁に伝えております。」と答えています。ところが、2015/1/21 に認可さ

れた 2014/12/25 の実施計画変更申請(サブドレン他水処理施設の本格運転）では、地下水ドレン汲上

水はすべて集水タンクへ移送することになっていて「緊急対応としてのタービン建屋移送ラインの設置」

など全く想定されていません。ということは、この移送ラインの設置は、東京電力が原子力規制委員会に

実施計画の変更申請をして認可を受けることなく、2015 年 2～10 月に勝手に設置し、原子力規制庁へ

事後報告していたことになります。 

原子力規制委員会も、「2015 年当時、『地下水ドレン汲上げ水』のタービン建屋への移送が緊急対応

の一環であることから、実施計画に当該移送に係る設備等を記載することは求めていませんが、2015 年

12 月の第 38 回特定原子力施設監視・評価検討会において東京電力から移送に係る実施状況の報告

を受け、その内容を確認しています。」と口裏を合わせています。 

ところが、（１）と（２）で明らかなように、「緊急対応」すべき事態など発生しておらず、地下水ドレン汲上

水の中継タンクＡとＢでトリチウム濃度が予想通り高く、実施計画に従って集水タンクへ全量移送すると

1,500Bq/L を超えてしまうため、実施計画にない「タービン建屋への移送ラインを設置」し、規制委は実

施計画の変更申請を求めず、黙認したというのが実態ではないかと私たちは考えますが、いかがですか。

そうでないと主張するのであれば、「緊急対応」を要する事態だったと言える証拠データを示してください。 
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質問項目４についての追加質問 

（a）ＩＡＥＡの言う国際安全基準にはロンドン条約は入っていません。ロンドン条約では、過去に海洋投棄さ

れた放射性廃棄物による人への被害は１０億分の１と小さいが、人に無害であるとは証明できないとの合意

の下で、放射性廃棄物その他の放射性物質の海洋投棄（故意の海洋処分）が全面禁止されたという経緯

がある。これを国際基準に入れると、ＡＬＰＳ処理水の海洋放出がロンドン条約の精神に合致しているとは

言えなくなるから、無視していると私たちは考えています。このような国際安全基準の取捨選択について東

京電力としてはどう理解していますか。 

(b) ＩＡＥＡはＡＬＰＳ処理水の海洋放出を「正当化」する責任は日本政府にあると本文に明記し、ＩＡＥＡとし

ては海洋放出を推奨することも支持することもしないと序文でグロッシ事務局長が書いています。この正当

化については、ＩＡＥＡから名指しされた日本政府は元より、実施主体である東京電力もきちんと説明できて

いません。東京電力としては、ＡＬＰＳ処理水の海洋放出を正当化する論理をどのように構築し、説明する

つもりですか。正当化という場合には、タンクの増設余地があるのではないのか、汚染水の発生そのものを

ゼロにできるのではないか、急ぎの敷地利用計画はないのではないか、という三つか絡んできます。つまり、

質問項目４の(1)～(3)に具体的に、正確に、科学的に説明することなくして、正当化することはできません。 

(c) ＩＡＥＡとかＩＣＲＰによれば、放射線被ばくを人々に強要するときには、「正当化、 適化、線量限度」の

三原則を遵守しなければならないとされています。その中で、 適化にかかる放射線の影響評価だけをと

りだして、リスクが小さければ被ばくを強要しても良いかのような主張をしていますが、それは「 適化」とは

言えません。タンク保管など絶対的にリスクの小さな対策との比較が重要なのに検討せず、海洋放出ありき

で進めています。ＩＡＥＡは無視できると言いますが、「無視できる」と判断するかどうかは、被ばくさせられる

側の判断です。被ばくをさせる側が、無視できるなどと主張するのはもってのほかです。 

(a)～(c)への東京電力としての回答を踏まえて、ＩＡＥＡ報告を東電として科学的な根拠として説明する素材

にしていいのかどうか、東京電力としての判断を説明されたい。 

 

以上 


